
○久留米市競争入札参加資格について 

平成２４年３月３０日 

告示第１２６号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７条

の１１第２項の規定により競争入札に参加する者に必要な資格を次のとおり定めたの

で、同令第１６７条の５第２項（同令第１６７条の１１第３項の規定により準用する場

合を含む。）の規定により告示する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」とい

う。）第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により、一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格を定め

るものとする。 

（地方自治法施行令第１６７条の４及び第１６７条の１１関係） 

第２条 政令第１６７条の４第１項各号に掲げる者のほか、同条第２項各号（政令第１

６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当すると認めら

れる者（同項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定

により、久留米市から競争入札に参加させない措置を受けた者であって、その措置期

間を経過したものを除く。）は、競争入札に参加することができない。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様と

する。 

（地方自治法施行令第１６７条の５及び第１６７条の１１関係） 

第３条 政令第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により市長が

定める競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 国税等（法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。）を完納して

いること。 

(2) 本店又は支店（工事の請負契約に係る競争入札に参加しようとする者について

は、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第１条に規定する事務所を含む。）

において久留米市の競争入札に参加しようとする者の次に掲げる所在地の区分に

応じ、それぞれに定める地方税を完納していること。ただし、その所在地が福岡県



外である者を除く。 

ア 久留米市 県税及び市税 

イ 福岡県内の久留米市以外の市町村 県税 

(3) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、

経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の

決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査（以下「決定日

以降の経審」という。）を受けている場合を除く。）。 

(5) 営業を行うことについて、法令の規定により官公庁等の許可、認可等を必要と

する場合は、当該許可、認可等を受けていること。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

(7) 工事の請負契約に係る入札については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２７条の２３及び第２７条の２４の規定による経営に関する事項の審査を受け

ていること。 

(8) 工事の請負契約に係る入札については、次に掲げる届出を行っている者（当該

届出の義務がない者を除く。）であること。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

(9) 物品の買入れ、製造の請負及び売払い契約に係る入札については、営業を開始

してから２年以上経過していること。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、工事の請負契約に係る競争入札に参加しようとする

者の資格は、別表第１の工事種別の欄に掲げる工事の種別ごとに、同表発注工事金額

の欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表等級の欄に掲げる等級の区分に格付け

されている者であることとする。ただし、当該等級の者のみでは適正な競争が行われ



ないおそれがあるとき又は市長がこれにより難いと認めるときは、市長が別に定める

ところによる。 

３ 前項の等級は、別表第２の工事種別の欄に掲げる工事の種別ごとに、同表等級区分

評点の欄に掲げる点数の区分に応じ、それぞれ同表等級の欄に掲げる等級の区分によ

り格付けする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

（久留米市競争入札参加者資格の廃止） 

２ 久留米市競争入札参加者資格（平成７年３月３１日久留米市告示第６３号）は廃止

する。 

（経過措置） 

３ この告示による廃止前の久留米市競争入札参加者資格に基づき、競争入札に参加で

きないとされた者に係る競争入札の参加資格は、この告示の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則（平成２７年告示第１６３号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第９３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の第３条第１項第６号の規定は、施行の日以後に提出される

久留米市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第２条第１

項に規定する久留米市建設工事競争入札参加資格審査申請書または同要領第２条の

２に規定する久留米市建設工事競争入札参加資格更新申請書を提出する者に適用す

る。 

附 則（平成２９年告示第１４８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 



（物品の買入れ、製造の請負及び売払い契約に関する競争入札参加資格についての廃

止） 

２ 物品の買入れ、製造の請負及び売払い契約に関する競争入札参加資格について（平

成２４年久留米市告示第２６８号）は、廃止する。 

附 則（平成３１年告示第１７７号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第１３８号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年告示第５７１号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定は、令和８

年１月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

工事種別 等級 発注工事金額 

土木一式工事 A １億５千万円以上 

B ６千万円以上３億円未満 

C １千万円以上６千万円未満 

D ３千万円未満 

E １千万円未満 

建築一式工事 A １億５千万円以上 

B ３千万円以上３億円未満 

C １千万円以上７千万円未満 

D ３千万円未満 

電気工事及び管工

事 

A １億２千万円以上 

B ２千万円以上１億２千万円未満 

C ３千万円未満 

舗装工事及び造園

工事 

A 全額 

B ２千万円未満 

塗装工事 A 全額 

B ２千万円未満 



水道施設工事 A ２千万円以上 

B ２千万円未満 

別表第２（第３条関係） 

工事種別 等級 等級区分評点 

土木一式工事 A １２２０点以上 

B ９００点以上１２１９点以下 

C ７９０点以上８９９点以下 

D ６７０点以上７８９点以下 

E ６６９点以下 

建築一式工事 A １２２０点以上 

B ８４０点以上１２１９点以下 

C ７４０点以上８３９点以下 

D ７３９点以下 

電気工事及び管工

事 

A １２３０点以上 

B ８００点以上１２２９点以下 

C ７９９点以下 

舗装工事及び造園

工事 

A ７３０点以上 

B ７２９点以下 

塗装工事 A ６７０点以上 

B ６６９点以下 

水道施設工事 A ７３０点以上 

B ７２９点以下 

備考 

１ 等級区分評点とは、建設業法第２７条の２３第２項に規定する経営事項審査の

結果の総合評定値の点数に、次に定める発注者別評価点を加算した点数とする。 

(1) ＩＳＯ９０００Ｓ、ＩＳＯ１４０００Ｓ又はエコアクション２１の認証を

取得している者 ５点（ＩＳＯ１４０００Ｓとエコアクション２１の重複加点

は行わない。） 

(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づ



く障害者の雇用が義務付けられている者であって、法定雇用率を満たしている

もの又は同法に基づく障害者の雇用が義務付けられていない者であって、障害

者を常時１名以上雇用しているもの ５点 

 (3) 福岡県子育て応援宣言企業登録制度により「登録証」の交付を受けている

者 ５点 

(4) 福岡県介護応援宣言企業登録制度により「登録証」の交付を受けている者 

５点 

(5) 久留米市内の消防団の団員を常時１名以上雇用している者 ５点 

(6) 久留米市の「久留米市消防団協力事業所」表示制度による認定を受けた者 

５点 

(7) 久留米市及び久留米市企業局が発注した工事を前年までの過去５年間に完

成させた者 前年までの過去５年間に完成させた工事で、久留米市建設工事等

成績評定要領（平成４年久留米市庁達第７号）に基づく評定を受けたもの（試

行的に評定されたものを除く。）の全ての評定点の平均から６５を減じた点数

に２を乗じて得た点数（当該点数に小数点以下の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。）  

(8) 健康経営優良法人認定制度に基づく認定を受けている者 ５点 

(9) 建設工事にかかる競争入札参加資格審査申請又は建設工事にかかる競争入

札参加資格審査更新手続の申請月１日時点（以下「申請日」という。）におい

て、協力雇用主として法務省福岡保護観察所に登録されている者 ５点 

 (10) 前号に該当するもので、申請日以前１年間に、保護観察中の者又は更生緊

急保護中の者のうち、同一の者を通算３か月以上雇用したことがある者 ５点 

２ 前項の発注者別評価点を加算する者は、久留米市の区域内に主たる営業所（建

設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）に規定する主たる営業所をい

う。）を有する者で、当該主たる営業所において工事の請負契約に係る競争入札

に参加しようとするものに限る。 

３ 土木一式工事及び建築一式工事において、A又はBの等級区分評点を満たす者を

当該等級に格付けるためには、次の各号のいずれにも該当する者でなければなら

ない。この場合において、第１号又は第２号に該当しない者は、C等級に格付け



るものとする。 

(1) 特定建設業の許可を有すること。 

(2) 監理技術者を１名以上雇用していること。 

 


